
厚生労働省キャラクター
｢たしかめたん｣

滋賀県イメージキャラクター
｢キャッフィー｣ と ｢うぉーたん｣

　滋賀労働局においては、平成３年に毎年１１月１５日を「滋賀県産業安全の日」と定め、労働災害防止に
ついての意識の高揚を図ってきました。また、より多くの事業場、業種において労働災害防止に向けた機
運を向上させること、各事業場で既に取り組んでいる安全衛生活動の実効性を高めることを目的として、
滋賀県産業安全の日を中心とする１か月間の無災害運動を提唱し、事業場の自主的な取組を活性化し、
年末に向けて労働者一人ひとりの労働災害防止の意識高揚を図ることします。

無災害運動に参加申込みいただいた事業場にはもれなく厚生労働省と滋賀県の

イメージキャラクター「たしかめたん」「キャッフィー」「うぉーたん」をデザインし

た労働災害防止啓発ステッカーを発送します。次のページを確認いただき、たくさ

んのご参加をお待ちしております！

11月15日令
和
６
年
度

滋賀県
産業安全の日

無災害運動期間 11月 １日～11月30日

3 主唱者の実施事項
　①「滋賀県産業安全の日」と「滋賀県産業安全の日無災害運動」の広報啓発
　② 事業場における安全衛生に対する意識を高めるための施策の展開
　③ 実施者の実施事項に対する指導援助

１ 主唱者　滋賀労働局・各労働基準監督署

２ 実施者　県内の事業場

4 実施者の実施事項
（１）「滋賀県産業安全の日」に実施する事項
　① 経営トップによる安全衛生に対する意識を高める意思表明
　② 経営トップによる安全衛生パトロールの実施
　③ 安全衛生に対する取組についての労働者の家族に対する周知
（２）無災害運動期間に実施する事項
　① 「滋賀県産業安全の日」の横断幕、立て看板、ポスター等の掲示
　② 「滋賀県産業安全の日」に関する行事の準備
　③ 安全基準や安全作業手順の総点検及び遵守状況の確認
　④ リスクアセスメントの実施及び実施結果に基づく改善
　⑤ 安全衛生教育の実施
　⑥ 労働災害を発生させない職場づくりのため、各事業場の特性に応じた安全衛生活動
　⑦ メンタルヘルス対策、治療と職業生活の両立、健康アクション宣言等への参加等、労働者の健康確保対策



無災害運動の参加申込みは、専用フォームの入力で手続き簡単、結果報告もアンケート
形式で回答できる【労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト】からお申込み下さい。
※くわしくは、お申込み手順をまとめた別紙リーフレットをご参照願います。
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https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/  
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